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榛東村体育施設使用変更・取消承認及び使用料還付申請書

　次のとおり使用変更・取消承認及び使用料の還付を申請します。なお、使用に当たっては、榛東村社会体育
施設の設置及び管理に関する条例、同施行規則を守ります。
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１．使用承認を受けた以外の施設又は設備等を使用しないこと。
２．使用に際しては、建物・施設・設備・その他の物件を損傷しないよう特に留意し、使用者の責に帰
　すべき理由で、損傷、損失した場合は補償の責を負うものとする。
３．使用後は、用具の返却、格納、掃除等責任をもって行うこと。
４．使用者は、施設・設備等の使用については、使用前後を確認し、原状に復した後、日誌に必要事
　項を記入し　て提出すること。
５．館内では、全て禁煙とすること。
６．使用時間を厳守すること。
７．条例、規則及び上記事項に違反したときは、使用承認の取り消し又は使用を停止する。

榛東村体育施設使用変更・取消承認及び使用料還付通知書
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　次のとおり条件を付して使用変更・取消承認及び使用料の還付について、決定したので通知します。使用に
当たっては、榛東村体育施設の設置及び管理に関する条例、同施行規則を守ってください。
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村 内 ・ 村 外 　※　村内者（ 年間使用　早朝、平日 ）　・　村外者
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※印欄は記入しないでください。
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